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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則をここに公布する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則

（趣旨）
第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施⾏令（昭和46年政令第300号。以下「政令」という。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏規則（昭和46年厚⽣省令第35号。
以下「省令」という。）の規定に基づき、法の施⾏について必要な事項を定めるものとする。

⼀部改正〔平成４年規則42号〕
（⼀般廃棄物処理施設の設置の許可の申請書等）
第２条 法第８条第２項の規定による申請は、⼀般廃棄物処理施設設置許可申請書（様式第１号）によるものとする。
２ 知事は、法第８条第１項の規定による⼀般廃棄物処理施設の設置の許可⼜は法第９条第１項の規定による⼀般廃棄物処理施設の変更の許可

をしたときは、⼀般廃棄物処理施設設置（変更）許可証（様式第２号）を交付するものとする。
３ 省令第４条の４第１項の規定による申請は、⼀般廃棄物処理施設使⽤前検査申請書（様式第３号）によるものとする。
４ 省令第４条の４の２の規定による申請は、⼀般廃棄物処理施設定期検査申請書（様式第４号）によるものとする。
５ 省令第４条の４の４の規定による通知は、定期検査結果通知書（様式第４号の２）によるものとする。
６ 省令第４条の17の規定による報告は、特定⼀般廃棄物最終処分場状況等報告書（様式第５号）によるものとする。
７ 省令第５条の３第１項の規定による申請は、⼀般廃棄物処理施設変更許可申請書（様式第６号）によるものとする。
８ 法第９条第３項（法第９条の３第11項（法第９条の３の２第２項の規定により適⽤する場合を含む。）及び第９条の３の３第３項において

準⽤する場合を含む。）の規定による届出は、（⾮常災害に係る）⼀般廃棄物処理施設軽微変更等届出書（様式第７号）によるものとする。
９ 法第９条第４項（法第９条の３第11項において準⽤する場合を含む。）の規定による届出は、⼀般廃棄物最終処分場埋⽴処分終了届出書

（様式第８号）によるものとする。
10 省令第５条の５の２第１項（省令第５条の５の４において準⽤する場合を含む。）及び第５条の10の２第１項の規定による申請は、⼀般

廃棄物最終処分場廃⽌確認申請書（様式第９号）によるものとする。
11 省令第５条の５の２の２第１項及び第５条の10の２の２第１項の規定による申請は、基準不適合⽔銀処理物に係る⼀般廃棄物最終処分場

廃⽌確認申請書（様式第９号の２）によるものとする。
12 法第９条第６項及び第７項（これらの規定を法第15条の２の６第３項において準⽤する場合を含む。）の規定による届出は、⼀般廃棄物

処理施設（産業廃棄物処理施設）設置者に係る⽋格要件該当届出書（様式第９号の３）によるものとする。
追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成23年規則10号・28年32号・29年37号・令和元年29号〕

（熱回収の機能を有する⼀般廃棄物処理施設の認定の申請書等）
第３条 省令第５条の５の５第１項の規定による申請は、熱回収施設設置者認定申請書（様式第10号）によるものとする。
２ 知事は、法第９条の２の４第１項の規定による熱回収の機能を有する⼀般廃棄物処理施設の認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証

（様式第11号）を交付するものとする。
３ 政令第５条の５の規定による届出は、熱回収施設休廃⽌等届出書（様式第12号）によるものとする。
４ 省令第５条の５の11第１項の規定による報告は、熱回収報告書（様式第13号）によるものとする。

追加〔平成23年規則10号〕
（市町村の設置に係る⼀般廃棄物処理施設の設置の届出書等）
第４条 法第９条の３第１項（法第９条の３の２第２項の規定により適⽤する場合を含む。）の規定による届出は、（⾮常災害に係る）⼀般廃

棄物処理施設設置届出書（様式第14号）によるものとする。
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２ 法第９条の３第８項（法第９条の３の２第２項の規定により適⽤する場合及び法第９条の３の３第３項において準⽤する場合を含む。）の
規定による届出は、（⾮常災害に係る）⼀般廃棄物処理施設変更届出書（様式第15号）によるものとする。

３ 法第９条の３の２第１項の規定による設置に係る協議は、⾮常災害に係る⼀般廃棄物処理施設の設置協議書（様式第15号の２）によるもの
とする。

４ 法第９条の３の２第１項の規定による変更に係る協議は、⾮常災害に係る⼀般廃棄物処理施設の変更協議書（様式第15号の３）によるもの
とする。

５ 法第９条の３の３第１項の規定による届出は、⾮常災害に係る⼀般廃棄物処理施設の設置届出書（様式第15号の４）によるものとする。
追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成23年規則10号・28年32号〕

（⼀般廃棄物処理施設の譲受け⼜は借受けの許可の申請書等）
第５条 省令第５条の11第１項の規定による申請は、⼀般廃棄物処理施設譲受け（借受け）許可申請書（様式第16号）によるものとする。
２ 省令第５条の12第１項の規定による申請は、合併（分割）認可申請書（様式第17号）によるものとする。
３ 法第９条の７第２項の規定による届出は、相続届出書（様式第18号）によるものとする。

追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成23年規則10号〕
（産業廃棄物処理業者の⽋格該当届出書等）
第６条 法第14条の２第３項及び第14条の５第３項において準⽤する法第７条の２第４項及び第５項の規定による届出は、（特別管理）産業

廃棄物処理業者に係る⽋格要件該当届出書（様式第18号の２）によるものとする。
追加〔平成28年規則32号〕、⼀部改正〔令和元年規則29号〕

（産業廃棄物処理施設の設置者に係る⼀般廃棄物処理施設の設置の届出書等）
第７条 法第15条の２の５第１項及び第２項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設設置者に係る⼀般廃棄物処理施設の設置届出書（様式第

18号の３）によるものとする。
２ 省令第12条の７の17第４項に規定する受理書は、産業廃棄物処理施設設置者に係る⼀般廃棄物処理施設の設置届出受理書（様式第18号の

４）によるものとする。
３ 省令第12条の７の17第５項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設設置者に係る⼀般廃棄物処理施設の変更等届出書（様式第18号の

５）によるものとする。
追加〔平成28年規則32号〕

（廃棄物再⽣事業者の登録の申請書等）
第８条 政令第17条第１項の規定による申請は、廃棄物再⽣事業者登録申請書（様式第19号）によるものとする。
２ 政令第19条に規定する登録証明書は、廃棄物再⽣事業者登録証明書（様式第19号の２）によるものとする。
３ 政令第20条の規定による変更の届出は、廃棄物再⽣事業者登録事項変更届出書（様式第20号）によるものとする。
４ 政令第21条の規定による廃⽌等の届出は、廃棄物再⽣事業者登録事業場廃⽌（休⽌、再開）届出書（様式第21号）によるものとする。

全部改正〔平成４年規則42号〕、⼀部改正〔平成13年規則28号・20年44号・23年10号・28年32号〕
（台帳の閲覧）
第９条 法第19条の12第３項の規定による台帳を閲覧する場所は、⻑野県環境部資源循環推進課及び地域振興局とする。
２ ⻑野県の休⽇を定める条例（平成元年⻑野県条例第５号）第１条第１項各号に掲げる⽇は、台帳を閲覧することができない。
３ 台帳の閲覧時間は、午前８時30分から午後５時までとする。
４ 台帳を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備える埋⽴終了最終処分場台帳閲覧簿に所定の事項を記載し、係員に申し出なければならない。
５ 台帳を閲覧する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(１) 係員の指⽰に従つて所定の場所で閲覧すること。
(２) 台帳を汚損し、⼜は損傷しないこと。
(３) 他⼈に迷惑を及ぼすような⾏為をしないこと。

６ 知事は、台帳を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧を停⽌し、⼜は禁⽌することがある。
全部改正〔平成４年規則42号〕、⼀部改正〔平成８年規則６号・10年７号・13年28号・15年34号・18年32号・54号・20年17号・
44号・23年10号・26年20号・28年32号・29年25号・30年２号〕

（書類の経由）
第10条 法、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副２部とし、所轄地域振興局の⻑を経由しなければならない。

⼀部改正〔昭和52年規則７号・60年33号・平成４年42号・12年23号・13年28号・15年34号・46号・16年７号・17年51号・20年
44号・21年31号・23年10号・28年32号・29年25号〕

（補則）
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施⾏に関し必要な事項は、別に定める。

追加〔昭和52年規則７号〕、⼀部改正〔平成４年規則42号・12年23号・13年28号・20年44号・23年10号・28年32号〕
附 則

（施⾏期⽇）
１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。

（経過処置）
２ この規則施⾏前に作成した⽤紙については、当分の間、使⽤することができる。

（⻑野県収⼊証紙規則の⼀部改正）
３ ⻑野県収⼊証紙規則（昭和39年⻑野県規則第62号）の⼀部を次のように改正する。

（次のよう略）
附 則（昭和52年３⽉22⽇規則第７号）

この規則は、昭和52年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（昭和56年３⽉26⽇規則第９号）

この規則は、昭和56年４⽉１⽇から施⾏する。
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附 則（昭和59年３⽉29⽇規則第13号）
この規則は、昭和59年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（昭和60年９⽉30⽇規則第33号抄）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、昭和60年10⽉１⽇から施⾏する。
附 則（昭和62年３⽉９⽇規則第５号）

この規則は、昭和62年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（昭和63年３⽉28⽇規則第６号）

この規則は、昭和63年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成元年３⽉27⽇規則第６号）

この規則は、平成元年４⽉１⽇から施⾏する。（後略）
附 則（平成２年３⽉26⽇規則第５号）

この規則は、平成２年４⽉１⽇から施⾏する。（後略）
附 則（平成４年７⽉３⽇規則第37号）

この規則は、平成４年７⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成４年７⽉27⽇規則第42号）

この規則は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（平成８年３⽉25⽇規則第６号）

この規則は、平成８年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成10年３⽉30⽇規則第７号）

この規則は、平成10年４⽉１⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。
(１) 第７条の規定 平成10年４⽉16⽇
(２) 第14条の規定 平成10年６⽉17⽇

附 則（平成11年３⽉31⽇規則第27号）
この規則は、平成11年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成12年３⽉30⽇規則第23号）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成12年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過処置）

２ 平成12年４⽉１⽇前においてこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により納付すべきであった⼿数料については、なお従前の例に
よる。

附 則（平成13年３⽉30⽇規則第28号）
この規則は、平成13年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成15年３⽉31⽇規則第34号抄）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成15年４⽉１⽇から施⾏する。（後略）
附 則（平成15年８⽉25⽇規則第46号）

この規則は、平成15年９⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成16年３⽉29⽇規則第７号）

この規則は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第８条の改正規定は、平成16年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成17年２⽉28⽇規則第４号抄）

（施⾏期⽇）
１ この規則は、平成17年３⽉７⽇から施⾏する。

（経過措置）
２ 不動産登記法の施⾏に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成16年法律第124号）第53条第８項（同法第89条第３項及び同法以外の法

令において準⽤する場合を含む。）の規定により登記事項証明書とみなされる登記簿の謄本は、次の各号に掲げる規則の規定に規定する登記
事項証明書とみなす。
(１) 第１条の規定による改正後の同条第１号、第２号及び第４号から第８号までに掲げる規則の規定
(２)から(５)まで （略）

附 則（平成17年９⽉20⽇規則第51号）
この規則は、平成17年10⽉１⽇から施⾏する。（後略）

附 則（平成18年３⽉31⽇規則第32号抄）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成18年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成18年10⽉31⽇規則第54号抄）

（施⾏期⽇）
１ この規則は、平成18年11⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成20年３⽉31⽇規則第17号抄）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成20年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成20年10⽉14⽇規則第44号抄）

（施⾏期⽇）



１ この規則は、平成21年３⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ この規則の施⾏の際現に次項の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則（昭和47年⻑野県規則第１号）第５条の規
定により提出されている再⽣利⽤産業廃棄物収集運搬業指定申請書⼜は再⽣利⽤産業廃棄物処分業指定申請書は、それぞれ第14条第１項の規
定により提出された再⽣輸送業指定申請書⼜は同条第３項の規定により提出された再⽣活⽤業指定申請書とみなす。

附 則（平成21年３⽉31⽇規則第31号）
この規則は、平成21年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成23年３⽉31⽇規則第10号）
この規則は、平成23年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成24年７⽉23⽇規則第33号）
この規則は、公布の⽇から施⾏する。

附 則（平成25年４⽉４⽇規則第42号）
この規則は、公布の⽇から施⾏する。

附 則（平成26年３⽉31⽇規則第20号抄）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成26年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成28年４⽉14⽇規則第32号）

この規則は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（平成29年３⽉31⽇規則第25号抄）

（施⾏期⽇）
１ この規則は、平成29年４⽉１⽇から施⾏する。

（⽤紙の使⽤に関する経過措置）
23 この規則の施⾏前に、附則第７項の規定による改正前の⻑野県県税に関する規則、附則第11項の規定による改正前の財務規則、附則第14

項の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則、附則第19項の規定による改正前の信州ものづくり産業投資応援条例に
基づく不動産取得税の課税免除の⼿続に関する規則、附則第20項の規定による改正前の創業及び障害者、⺟⼦家庭の⺟等の雇⽤を⾏う法⼈等
を応援する県税の特例に関する条例施⾏規則⼜は附則第21項の規定による改正前の消防団の活動に協⼒する事業所等を応援する県税の特例に
関する条例施⾏規則の規定に基づいて作成した⽤紙は、当分の間、使⽤することができる。

附 則（平成29年９⽉28⽇規則第37号）
この規則は、平成29年10⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成30年３⽉５⽇規則第２号）
この規則は、平成30年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（令和元年12⽉12⽇規則第29号）
この規則は、令和元年12⽉14⽇から施⾏する。

附 則（令和２年８⽉６⽇規則第51号）
この規則は、公布の⽇から施⾏する。
（様式第１号）（第２条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01355.rtf








追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成16年規則７号・20年44号・23年10号・25年42号・令和元年29号〕
（様式第２号）（第２条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01356.rtf


追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成15年規則34号・20年44号・23年10号・29年25号〕
（様式第３号）（第２条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01357.rtf


追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成23年規則10号〕
（様式第４号）（第２条関係）

追加〔平成23年規則10号〕
（様式第４号の２）（第２条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01358.rtf
https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01359.rtf


追加〔平成28年規則32号〕、⼀部改正〔平成29年規則25号〕
（様式第５号）（第２条関係）

追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成23年規則10号〕
（様式第６号）（第２条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01360.rtf
https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01361.rtf






追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成16年規則７号・20年44号・23年10号・25年42号・令和元年29号〕
（様式第７号）（第２条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01362.rtf


追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成23年規則10号・28年32号〕
（様式第８号）（第２条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01363.rtf


追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成23年規則10号・29年37号〕
（様式第９号）（第２条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01364.rtf




追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成23年規則10号・29年37号〕
（様式第９号の２）（第２条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01365.rtf


追加〔平成29年規則37号〕
（様式第９号の３）（第２条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01366.rtf


追加〔平成28年規則32号〕、⼀部改正〔平成29年規則37号・令和元年29号〕
（様式第10号）（第３条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01367.rtf


追加〔平成23年規則10号〕
（様式第11号）（第３条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01368.rtf


追加〔平成23年規則10号〕
（様式第12号）（第３条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01369.rtf


追加〔平成23年規則10号〕
（様式第13号）（第３条関係）

追加〔平成23年規則10号〕
（様式第14号）（第４条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01370.rtf
https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01371.rtf




追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成23年規則10号・28年32号〕
（様式第15号）（第４条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01372.rtf


追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成23年規則10号・28年32号〕
（様式第15号の２）（第４条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01373.rtf


追加〔平成28年規則32号〕
（様式第15号の３）（第４条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01374.rtf


追加〔平成28年規則32号〕
（様式第15の４）（第４条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01375.rtf




追加〔平成28年規則32号〕
（様式第16号）（第５条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01376.rtf




追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成16年規則７号・20年44号・23年10号・25年42号・令和元年29号〕
（様式第17号）（第５条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01377.rtf








追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成16年規則７号・20年44号・23年10号〕
（様式第18号）（第５条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01378.rtf




追加〔平成13年規則28号〕、⼀部改正〔平成16年規則７号・23年10号・25年42号・28年32号・令和元年29号〕
（様式第18号の２）（第６条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01379.rtf


追加〔平成28年規則32号〕、⼀部改正〔令和元年規則29号〕
（様式第18号の３）（第７条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01380.rtf


追加〔平成28年規則32号〕、⼀部改正〔平成29年規則37号・令和２年51号〕
（様式第18号の４）（第７条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01381.rtf


追加〔平成28年規則32号〕、⼀部改正〔平成29年規則37号・令和２年51号〕
（様式第18号の５）（第７条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01382.rtf


追加〔平成28年規則32号〕
（様式第19号）（第８条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01383.rtf


全部改正〔平成４年規則42号〕、⼀部改正〔平成８年規則６号・12年23号・13年28号・17年４号・20年44号・23年10号・24年33
号・28年32号〕

（様式第19号の２）（第８条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01384.rtf


追加〔平成28年規則32号〕
（様式第20号）（第８条関係）

全部改正〔平成４年規則42号〕、⼀部改正〔平成12年規則23号・13年28号・16年７号・20年44号・23年10号・28年32号〕
（様式第21号）（第８条関係）

https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01385.rtf
https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/nagano-kenw/34790210000100000000/50290210005100000000/yousiki01386.rtf


全部改正〔平成４年規則42号〕、⼀部改正〔平成12年規則23号・13年28号・16年７号・20年44号・23年10号・28年32号〕


